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洞川中学校　植田　大喜
洞川中学校　片岡　真子

洞川中学校　小松　悠空

洞川中学校　中山　智大

天川中学校　竹原　葉月

洞川中学校　西村　剛一

ご卒業おめでとう　ございます
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天川中学校　玉井　染香

天川中学校　仲田　誠次

天川中学校　今西　香奈

天川中学校　原　崇

ご卒業おめでとう　ございます
卒業生の皆様から卒業に際し

メッセージをいただきました
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　第29回目を迎える「天川村名水まつり」を、恒例の４月29日（祝・土）に洞川
エコミュージアムセンター周辺に於いて開催いたします。
　当日は、親子アメノウオ釣り大会、木の枝を使ったクラフト教室、水生昆虫の
観察会、野草の観察と山菜の試食会、ストーンペイント教室、クリーンウォーク、
村立資料館の無料開放など、親子で楽しめる催しを開催致します。
　標高820mの里は、ちょうど桜の季節です。ぜひご来場下さい。

天川村名水まつり実行委員会
（事務局　天川村地域政策課）

　この度本村では、村営入浴施設のより効率的な運営を行うため指定管理者制度を導入し
ます。これに伴い村による管理運営は平成29年３月31日をもって終了し、４月１日以降
については、下記の指定管理者が行うことになります。

　指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公
の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削
減等を図ることを目的とするものです。
※現在お持ちの回数券、優待券は引き続きご利用いただけます。

施設名 指定管理者 指定期間

洞川温泉センター 洞川財産区

平成29年４月１日～
平成34年３月31日

天の川温泉センター
山と温泉共同事業体

代表企業　谷林業株式会社天川薬湯センター
「みずはの湯」

４月２９日（祝・土）に

「天川村名水まつり」を開催！

村営入浴施設の管理運営が指定管理者に代わります！
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選挙人名簿　３月定時登録（平成29年３月２日）
　平成29年３月２日役場会議室において選挙管理委員会が開催され、選挙人名簿の定時登録が行わ
れました。
　今回の定時登録による選挙人名簿者数は次の表のとおりです。

　『消しましょう　その火　その時　その場所で』を
統一標語に３月１日から７日間にわたり全国一斉に
春の火災予防運動が実施されました。
　この運動の一環として、１日に天川村消防団と奈良
県広域消防組合との合同防火パレードを実施し、火の
取扱について注意を呼びかけました。
　まだまだ空気が乾燥しやすい季節が続きますので、
火の取扱にご注意ください。

男 女 合計

28.12.２ の選挙人名簿登録者数（定時登録） 621 733 1,354
名簿抹消者数 ５ ９ 14
名簿登録者数 ２ ２ ４
29.３.２ の選挙人名簿登録者数 618 726 1,344

選 挙 人 名 簿 の 登 録 に つ い て

春の火災予防週間防火パレード

　登記、道路、郵便、年金、保険など、国や県・役場の仕事について、わからない
こと、困っていることがありましたら、行政相談委員が開催する行政相談所でお気
軽にお尋ねください。相談は無料で、秘密は厳守します。
	
＜行政相談委員が開催する行政相談所＞
  日　時：４月18日（火）　午後１時30分～午後４時
		場　所：山村開発センター２０２会議室（旧農林研修室）
  相談のお相手：行政相談委員		中村　猛

　　　困ったら  一人で悩まず  行政相談
　　　　　　行政相談所を開催します
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納付月
　　　　　税　目
納期限　　　　　

村県民税 固定資産税 軽自動車税
国民健康
保 険 税

介護保険料
（普通徴収）

後期高齢者
医療保険料
（普通徴収）

４月  ５月１日（月） １　期
全　期 全　期

５月  ５月31日（水）

６月  ６月30日（金） １　期
全　期

７月  ７月31日（月） ２　期 １　期 １　期 １　期

８月  ８月31日（木） ２　期 ２　期 ２　期 ２　期

９月  10月２日（月） ３　期 ３　期 ３　期

10月 10月31日（火） ３　期 ４　期 ４　期 ４　期

11月 11月30日（木） ５　期 ５　期 ５　期

12月 12月25日（月） ３　期 ６　期 ６　期 ６　期

１月  １月31日（水） ４　期 ７　期 ７　期

２月  ２月28日（水） ４　期 ８　期 ８　期

　平成23年度から督促手数料（１通につき80円）と、延滞金を徴収しています。
　税金を期限までに納付しない場合、督促状が送付され、督促手数料と延滞金がかかります。

　うっかり忘れなどないよう十分ご注意ください。

天川村役場　住民課・健康福祉課

納税等には便利な口座振替（自動振込）をご利用ください。
　　　　申込みは下記金融機関へ

奈良県農協・ゆうちょ銀行・南都銀行・りそな銀行

平成29年度　村税等納期・納期限



7

　国民年金は、20歳以上であれば、学生も加入しなければなりません。
　しかし、学生は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合は、国
民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を利用できます。
　対象となる人は、学校教育法に規定する大学（大学院）、短期大学、高等学校、高
等専門学校、専修学校及び各種学校（修業年限１年以上である課程）に在学する学生
等で、本人の前年所得が次の計算式で計算した金額以下であることが条件です。

〈所得のめやす〉118万円＋｛扶養親族等の数×38万円｝

　平成28年度に承認を受けており、平成29年度も引き続き在学予定の人には、３月末
に基礎年金番号等が印字されたハガキ形式の学生納付特例申請書が送付されます。同
一の学校に在学されている人は、このハガキに必要事項を記入し返送することによ
り、平成29年度の申請ができます。（この場合は、在学証明書または学生証の写しの
添付は不要です。）
　なお、平成29年度は学生納付特例制度を利用せず、保険料の納付を希望する場合
は、納付書を作成して送付しますので、大和高田年金事務所（☎0745－22－3531）
までご連絡ください。

　まだ間に合う２年前納は？

　口座振替・クレジットカード納付の２年前納の申込は受付終了しましたが、現金（納付書）
での納付は可能です。納付書の発行については大和高田年金事務所にお申込みください。
（29年４月分～31年３月までの保険料の前納期限は、５月１日です）
　また、年度途中で新たに１号被保険者になった人も、任意の月から翌年度３月分まで納付
書で納めることが可能です。是非ご利用ください。

【29年度分保険料】　１６,４９０円／月×１２ヶ月＝１９７,８８０円
【30年度分保険料】　１６,３４０円／月×１２ヶ月＝１９６,０８０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　➡　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
　　

■住民課　国民年金係　☎６３－０３２１（内１６５）

合計　３９３,９６０円
ここから

１４,４００円 割引

国民年金保険料学生納付特例制度のご案内
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④グリーン化特例（一定の環境性能を有する車両は軽減税率適用されます）
　 平成28年４月１日から平成29年３月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、一定の環境性能
を有する対象車に該当する場合、平成29年度分に限り、その燃費性能に応じたグリーン化特例
（軽課）を導入し、下表のとおり軽課税率（年額）が適用されます。

《軽乗用車》　　　　　　　　　　　　　　　　　《軽貨物車》

《軽課を適用した場合の税率》

⑤原動機付自転車及び二輪の軽自動車等について
　�平成28年度から原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車及び小型特殊自動車につい
ては、すべての車両について税率が変わっています。税率については下表のとおりです。

【お問い合わせ　役場住民課　　☎６３－０３２１】

車　種　区　分 平成28年度以降の
税額（年額）

原動機付
自転車

①総排気量50cc以下 ２,０００円

②二輪のもので、総排気量50cc超90cc以下 ２,０００円

③二輪のもので、総排気量90cc超125cc以下 ２,４００円

④ミニカー　50cc以下 ３,７００円

小型特殊
自動車

農耕作業用自動車 ２,４００円

その他（フォークリフトなど） ５,９００円

軽自動車
二輪のもので、総排気量125cc超250cc以下 ３,６００円

その他のもの（専ら雪上を走行するもの）で総排気量660cc以下 ３,６００円

２輪の小型自動車で、総排気量250cc超 ６,０００円

対象車 内容

電気自動車等 税率を概ね75％軽減

H32年度燃費基準
＋20％達成車 税率を概ね50％軽減

H32年度
燃費基準達成車 税率を概ね25％軽減

対象者 内容

電気自動車等 税率を概ね75％軽減

H27年度燃費基準
＋35％達成車 税率を概ね50％軽減

H27年度燃費基準
＋15％達成車 税率を概ね25％軽減

標準税率
（平成27年4月1日
以降に新車登録さ

れた車）

グリーン化特例（軽課税率）
（平成29年度のみ）

25％軽減 50％軽減 75％軽減

軽
自
動
車

三輪のもので総排気量が660CC以下のもの 3,900円 3,000円 2,000円 1,000円

四輪以上のもの
（総排気量が

660CC以下のもの）

乗　用
営業用 6,900円 5,200円 3,500円 1,800円

自家用 10,800円 8,100円 5,400円 2,700円

貨物用
営業用 3,800円 2,900円 1,900円 1,000円

自家用 5,000円 3,800円 2,500円 1,300円
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①平成27年４月１日以後に最初の新規検査を受けた車両から標準税率が適用されます。
　�三輪及び四輪以上の軽自動車については、平成27年４月１日以後に最初の新規検査を受けた車両
は、重課税率の適用（新規検査から13年を経過）となるまで、下表の標準税率が適用されます。
　※ただし、一定の環境性能を有する車両は、該当車両につき１年度分に限り税率が軽減されます。
　（詳細は、次ページ④参照）

②平成27年３月31日以前に最初の新規検査を受けている車両は旧税率のままです。
　�平成27年３月31日以前に最初の新規検査を受けている車両（検査証の初度検査年月が平成26年３
月までのもの）は、新規検査から13年を経過するまで下表の旧税率のままです。所有者が変わっ
た場合も含め、税率の変更はありません。

③最初の新規検査から13年を経過した車両は、重課税率が適用されます。
　�グリーン化を進める観点から最初の新規検査から13年を経過した車両は、下表の重課税率が平成
28年度から適用されています。平成29年度に重課税率が適用となる車両は、最初の新規検査が平
成16年３月31日以前のものとなります。なお、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・
ハイブリッドの軽自動車は、重課税率の対象外となります。

※車検証の初度検査年月で確認してください。

　※ 最初の新規検査とは、初めて車両番号の指定（ナンバープレートの交付）を受けたときの検査を
いいます。（実質的には、新車として販売されたときを指します。）最初の新規検査を受けた年
月については、自動車検査証の「初度検査年月」欄をご覧ください。

三輪及び四輪以上の軽自動車については、最初の新規検査の年月や車両の環境
性能によって、適用される税率（年額）が変わります。

車　種　区　分

②　旧税率
（年額）

①　標準税率
（年額）

③重課税率（年額）
平成28年度から

平成27年３月31日
以前の新車登録

平成27年４月１日
以後の新車登録

新車登録後
13年超

軽
自
動
車

三輪のもの　総排気量660cc以下 ３，１００円 ３，９００円 ４，６００円

四輪以上のもの
総排気量660cc

以下のもの

乗　用
営業用 ５，５００円 ６，９００円 ８，２００円

自家用 ７，２００円 １０，８００円 １２，９００円

貨物用
営業用 ３，０００円 ３，８００円 ４，５００円

自家用 ４，０００円 ５，０００円 ６，０００円

軽 自 動 車の税率について
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４月６日（木）から４月15日（土）の10日間
「交通事故のない　やすらぎの　大和路づくり」を
スローガンに春の交通安全運動が実施されます。

《運動の基本》
　　　　　　子供と高齢者の交通事故防止　～事故にあわない、おこさない～
《運動の重点》
　１　歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
　２　後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
　３　飲酒運転の根絶
　４　二輪車、特に原付車の交通事故防止（奈良県重点）

村民の皆様におかれましては、引き続き交通安全に努めていただきますようお願いします。

天川村交通対策協議会

　３月22日に天川村山村開発センターにおいて村
づくり講演会を実施しました。
　講師には、北京オリンピックシンクロ競技に日
本代表として出場された石黒由美子先生を招き
「夢をあきらめない」というテーマで講演をいた
だきました。
　石黒さんは、小学校２年の時に交通事故に遭
い、顔面を540針、口の中を260針も縫う大けがを
負い、記憶喪失や顔面まひ、視力障害、難聴など
さまざまな後遺症に苦しみながらも、お母様と二
人で夢の舞台であるオリンピックをめざし、その
夢を実現されました。
　オリンピックに出場するまで、さまざまな困難
に直面したとき、いつもやさしく見守り続けてく
れたお母様の言葉が石黒さんの「夢をあきらめな
い」心の支えになったという話が印象的でした。

平成29年春の交通安全運動が実施されます

村づくり講演会を実施しました
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森林の土地を取得したときは届出が必要です！

　平成24年４月１日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は市役所・町村役場への事後の届
出が義務づけられました。
　これは、行政が森林所有者に対し森林の整備等に関する助言を行ったり、事業体が間伐等をする場
合に効率的に森林整備ができるよう、森林の土地の所有者の把握を進めるためです。

１．届出対象
　◆届出対象者
　個人・法人を問わず、売買や相続により森林の土地を新たに取得した方は、届出をしなければなり
ません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した方については、届出は不要
です。
　◆届出対象区域
　届出が必要な区域は、「地域森林計画」の対象となっている森林です。
※�地域森林計画の対象森林については、市役所、町村役場、県庁（林業振興課）又は県の出先機関
（振興局林務課）で確認することができます。

２．届出時期
　所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。相続の場
合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として
届出をする必要があります。

３．届出先・届出内容
　届出先は、取得した土地が所在する市役所・町村役場（林務担当窓口）です。
　天川村は担当窓口より届出書の様式をお渡しします。
　届出書には、新たな所有者と前所有者の氏名住所、所有者となった年月日、所有者移転の原因、土
地の住所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
　添付書類として、①登記事項証明書（写し可）又は土地売買契約書など権利を取得したことが分か
る書類の写し②土地の位置を示す図面が必要です。
　詳しくは、森林政策課までお問い合わせください。

森林政策課　☎63－0321　内線130・131

森林の土地の所有者届出制度について
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森林所有者の皆様へ

　平成23年度から国が行う間伐の補助制度が改正され、制度適用しなくなった小規模な森林所有者
が実施する間伐事業に要する費用の一部について、村単独で補助する制度を平成24年度より開始し
ました。
　６年目となります平成29年度より取り組みが進む様に補助要件に一部変更いたしましたので、以
下の内容をご確認ください。

　また平成29年度の受付は、平成29年４月１日～平成30年２月28日までとなります。

◆補助金事業を申請できる者
　①�申請者は、森林所有者であること。（施業請負者による申請は不可）
　②�地上権が設定された山林においては、地上権者が申請者となれます。
　③�申請者は、村が徴収する税金、使用料等を完納していること。

◆補助要件

※補助金については、申請者へお振り込みさせていただきますが、申請者と異なる方への振り込みを
ご希望の場合は、申請者による委任状が必要になります。

対象となる山林条件 補助対象となる事業内容 補助金額

①�間伐面積
　0.1ha以上５ha以下
②�林齢
　11年生以上～60年生以下
③人工林
④５年以上施業履歴が無い

間伐（林内整理含む）

※間伐率30％以上
（皆伐は対象外）

施業履歴なし
　　　100,000円／ha

10年以上施業履歴が無い場合
　　　80,000円／ha

５～９年施業履歴が無い場合
　　　60,000円／ha

※間伐面積に対して、成立本
数が極端に少ない場合、補助
対象外となる場合がありま
す。

※間伐（林内整理）作業のみ
補助対象とします。搬出間伐
は、補助対象となりません。

※隣接境界・歩道・道路・谷
等付近では、整理する必要が
あります。

※施行前に現地を見て立木数
等を確認します。
※補助額は、施業実施面積に
対して１haあたりの単価を乗
じ算定したものとします。

天川村民有林間伐促進事業のお知らせ
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◆補助金事業の申請について
　①�補助金の交付申請時期は、本年度については平成30年２月末までとする。
　②�申請は、森林政策課にある申込書及び伐採届に記入のうえ提出する。
　　（補助金の申請者と受取人が異なる場合は、委任状が必要となります。）

　※�伐採行為を行う場合は、本事業とは関係なく「伐採及び伐採後の造林届出書」を提出する必要が
あります。

◆申請から交付までの流れ

➡

➡

➡

➡

➡

１．森林所有者より申込書及び「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出
　　
　　申請者→役場：天川村民有林間伐促進事業申込書
　　　　　　　　　伐採及び伐採後の造林届出書
　　　　　　　　　委任状　※１（補助金の申請者と受取人が異なる場合）

２．役場が申込内容（現地及び施業履歴）を確認し、施業について承認

　　役場→申請者：天川村民有林間伐促進事業計画承認通知書

３．承認後、申請者は着手前の写真撮影し、施業を開始

４．申請者は完了報告及び事業着手前後の写真を提出

　　申請者→役場：天川村民有林間伐促進事業完了報告書
　　　　　　　　　着手前・着手後の現地写真

５．役場より現地検査後、補助金の交付確定通知書等の送付

　　役場→申請者：天川村民有林間伐促進事業補助金確定通知書
　　　　　　　　　天川村民有林間伐促進事業補助金請求書

６．交付確定通知書が届き次第、請求書を作成し役場へ提出
　
　　申請者→役場：天川村民有林間伐促進事業補助金請求書

問合せ先　　天川村役場　森林政策課　☎６３－０３２１ 内線（130・131）
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森林所有者の皆様へ

　「天川村民有林間伐促進事業」によって伐採された未利用となっている村産材の搬出及び利用促進
を図るため、民有林材の搬出に要する経費の補助制度を平成29年度より開始いたします。本制度は
「天川村民有林間伐促進事業」を実施された方が対象となります。

◆補助金事業を申請できる者
　「天川村民有林間伐促進事業」を実施した者

◆補助要件

◆補助金事業の申請について
　①�補助金の交付申請時期は、平成30年３月末までとします。
　②��申請は、森林政策課にある申込書に記入のうえ、搬出材積の分かる書類とともに提出して下さ

い。
　③��申請された内容の確認のため、職員が現地検査を行い、搬出作業が確認でき次第、補助金の交

付手続きを進めさせていただきます。

対象となる条件 補助対象となる経費 補助金額

①「天川村民有林間伐促進事
業」を実施した者であること
②搬出した材積が分かる伝票
があること

村産材の流通に要する
搬出の経費 4,000円／m3　以内

※搬出先については、指定は
ありません。搬出材積が証明
できる伝票等は必ず保管して
おいてください。

※搬出の経費については、
距離ではなく材積により
算定します。

※補助額は、搬出材積に対し
て１m3あたりの単価を乗じ算
定したものとします。

天川村村産材流通促進事業のお知らせ

問合せ先　　天川村役場　森林政策課

　　　　　　☎６３－０３２１ 内線（130・131）
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森 林 の 伐 採 に は 届 出 が 必 要 で す ！

　自分の山の木なら、自由に伐ってもいい。そんな風に思っている森林所有者の方はおられません
か。森林は、様々な働きを通じて私たちの暮らしを支える公共財としての役割をもつため、たとえ自
分の山でも、森林の伐採をするときには、事前に届出をすることが法律で義務付けられています。

１．届出対象
　◆届出対象者
　森林所有者など立木の伐採についての権限を持つ者です。伐採する者と伐採した後に造林する者が
異なる場合は、伐採する者と造林に係る権限を有する者が連名で届け出ます。
　◆届出対象となる森林
　保安林と保安施設地区を除く民有林（地域森林計画の対象森林）です。伐採を行うときは、その目
的、樹種、面積、間伐・主伐の別などを問わず、事前に届出が必要になります。ただし、林地開発の
許可を受けた森林を伐採する場合は、届出の必要はありません。また、森林経営計画に基づいた伐採
の場合には、事後の届出となります。

２．届出時期
　伐採を開始する日の90日から30日前までの間です。

３．届出先・届出内容
　届出先は、森林の所在する市町村長に提出します。
　届出書には、伐採をする者の氏名・住所、森林の所在場所、伐採する面積、伐採方法（主伐または
間伐）、伐採樹種、伐採齢、伐採の期間とともに、伐採後の造林の計画等を記載します。ただし、伐
採する者と伐採後の造林をする者が異なる場合は連名で届け出る必要があります。
　届出書の様式については、担当窓口よりお渡しします。
　詳しくは、森林政策課までお問い合わせください。

森林政策課　☎63－0321　内線130・131

伐採及び伐採後の造林の届出制度について
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　平成29年度奈良県事業者向け支援制度の通知がありましたのでお知らせします。
　詳細・事業内容・申請方法についてのお問い合わせは次の内容をご覧ください。

①【創業支援資金】（南部・東部枠）
　対　象　者：�奈良県南部地域または東部地域で創業しようとされる方で、創業にかかる認定支援機

関の支援を受けて事業計画を策定し、支援を受けたことを知事が認定した方。
　融資限度額：1,500万円（設備・運転）※ただし、自己資金と同額まで。
　融 資 期 間：７年（内１年措置）

②【宿泊施設支援制度】
（1） 創業支援資金（宿泊施設認定枠）
　事 業 内 容：�県内で宿泊施設を創業する際に必要な「施設改修費用」や「運転資金」にご利用いた

だける、無利子の融資制度（要認定）。
　対　象　者：県内で宿泊施設を創業しようとする、次のいずれかに該当し、知事の認定を受けた方。
　　　　　　・�事業を営んでいない個人で、借入額と同額以上の自己資金を有し、１ヶ月以内に県内

で新たに会社を設立し、具体的計画を有する方。
　　　　　　・�中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続しつつ、県内で新たに中小

企業である会社を設立し、設立される会社が事業を開始する具体的計画を有する方。
　融資限度額：1,500万円（設備・運転）
　融 資 期 間：７年以内（内措置：１年以内）

（2） 既存事業者による宿泊施設開業支援資金
　事 業 内 容：�現在、他事業を行っている事業者が、新たに奈良県内で宿泊施設事業に進出や転換を

行われる場合の「設備資金」や「運転資金」にご利用いただける低利の融資制度。
　対　象　者：�県内で宿泊施設を開業しようとする次のいずれかに該当する方で、その事業計画につ

いて知事の認定を受けた方。
　　　　　　・県内で宿泊施設事業に進出しようとする方で、次の（Ａ）、（Ｂ）に該当する方。
　　　　　　（Ａ）�現在行っている事業を廃業し、宿泊施設事業を開始することにより、事業の転換

を図ろうとする方。
　　　　　　（Ｂ）�現在行っている事業を継続しながら、宿泊施設事業を開始することにより、経営

の多角化を図ろうとする方。
　　　　　　・県内の既存宿泊施設事業者であって、新たに宿泊施設を開業しようとする方。

平成29年度奈良県事業者向け支援制度のお知らせ
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　融資限度額：２億8,000万円
　融 資 期 間：設備資金15年以内（内措置１年以内）
　　　　　　　運転資金７年以内（内措置１年以内）

（3） 宿泊施設増改築・設備整備支援資金
　事 業 内 容：�県内の宿泊施設事業者が施設の増改築や改修を行う「設備資金」にごりよういただけ

る低利の融資制度
　対　象　者：�県内の宿泊施設の増築・改築及び設備の設置を行おうとする、県内の既存宿泊施設事

業者で、その事業計画について知事の認定を受けた方。
　融資限度額：２億8,000万円（設備）
　融 資 期 間：15年以内（内措置１年以内）

③【ならWi-Fiスポット設置促進プロジェクト事業】
　事業（申請）主体：�観光庁の補助金交付決定施設で奈良県宿泊統計調査に回答意向のある奈良県の

施策に協力的な施設
　補 助 対 象：観光庁「宿泊施設インバウンド対応補助金」の補助対象中
　　　　　　　Wi-Fi整備に要する経費
　補助上限額：１ポイントあたり10万円
　補　助　率：２分の１

お問合せ先
　　　　①奈良県　地域産業課金融支援係� …………………………………☎0742-27-8807
　　　　②奈良県　企業理知推進課企業誘致係� ……………………………☎0742-27-8813
　　　　③奈良県　ならの観光力向上課マーケティング係� ………………☎0742-27-8435
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【交付対象者】
　�天川村に居住し、住民基本台帳に登録のある75歳以上の方、障害者手帳をお持ちの方、療
育手帳をお持ちの方、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、65歳以上で一人世帯の方。
【交付金額】

　１人につき　年間　12,000円分
【利用期間】
　平成29年４月１日～平成30年３月31日　
【利用方法】
　○�村が指定したタクシー業者（天川タクシー）に対象の方が乗車する際に使用できま
す。他の方が同乗されるのは自由です。

　○�介護タクシー（社会福祉協議会）についても利用できますが、介護タクシーの利用に
は要介護認定が必要です。

　○�西部地区の方については、迎車料金が発生する場合があります。この場合、迎車料金
を村が負担します。

【申請期間】
　３月31日から申請を受け付けます。受付後随時交付予定。
　年度途中に75歳になられる方は、誕生月から３月までの月数分の利用券を交付いたします。
　誕生月の前月から申請できます。（使用は誕生月からです。）
【申請方法】
　本人または同居の家族の方が、ほほえみポート天川内健康福祉課にお越し下さい。
　郵送でも申請を受け付けますので、申請書が必要な方は、お電話してください。
　※村税等を滞納している方には交付できません。
　※タクシー利用が混雑する場合があるかと思いますがご理解お願いいたします。

天川村福祉タクシー利用券を交付いたします！

平成２９年度は一人当たり２４枚

「１２，０００円」分交付します！

「６,０００円」→「１２，０００円」

★ご質問やわからない点がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。★
ほほえみポート天川内　健康福祉課　（☎６３－９１１０）
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保 健 事 業 の お 知 ら せ

　本年度も、健康診査・子宮がん検診・胃がん検診・肺がん検診・大腸がん検診・乳がん検診・肝炎検
査・骨粗鬆症健診を実施いたします。準備が整いましたら、ご案内させていただきますので、毎年受診
される人も、今まで受診したことがない人も、ここ数年健康診査（検診）はごぶさたという人も、みな
さんふるって受診ください。
＜特定健診を受けましょう！＞
　平成20年度より、メタボリック症候群に着目した特定健康診査が導入されました。この特定健康診査
は、ご加入いただいている医療保険ごとに実施されます。受診対象となる方には、各保険者から受診券
が送付されますので、ご確認ください。
　天川村で実施する集団健康診査を受診いただける人は
国民健康保険に加入されている人と75歳以上の人になり
ますので、ご注意下さい。その他の医療保険（社会保
険・共済保険など）にご加入の方は、ご加入の各医療保
険にお問い合わせ下さい。

　天川村では、子育ての支援策として平成21年７月より、乳幼児医療費助成制度と共に、任意予防接種
料の公費負担を実施しています。
　この制度は、任意予防接種の料金を村で負担するものです。任意予防接種については、必要性や副作
用等をご確認の上、医師とご相談の上、医療機関で受けて下さい。

★任意予防接種と定期予防接種の違い★

★対象★
　天川村に住所を有する０歳から15歳（中学校３年生）までの方
★手続き方法★
　医療機関でお支払い後、申請していただき、支払った金額を指定の口座へ振り込みさせていただきます。
①	医療機関で接種
②		領収書及び予防接種を実施した記録が確認できる物（母子手帳や接種済証、医師署名後の問診票のコ
ピー等）及び印鑑、振込先を持参の上、ほほえみポート天川内健康福祉課へ申請して下さい。

③	指定していただいた口座へ振り込みさせていただきます。

定期予防接種 任意予防接種

法 的 根 拠 予防接種法 なし

主な予防接種
法律に基づく予防接種
（麻疹風疹混合・ＢＣＧ等） 定期予防接種に該当しないものすべて

実 施 責 任 居住している市町村長 自己責任
実 施 の 周 知 個人通知 なし

接 種 費 用 無料 自己負担（医療機関により異なる）
※この部分を助成します。

健 康 被 害 に
対 す る 補 償

予防接種法に基づく補償 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法
に基づく補償

特定健診 ・がん検診を受けましょう！

任意予防接種料公費負担制度のご案内
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　　　 国保診療所・ほほえみポート天川　　・ごみ収集　４月の予定表

閉　　　　館　　　　日

閉　　　　館　　　　日

閉　　　　館　　　　日

閉　　　　館　　　　日

閉　　　　館　　　　日（昭和の日）

日 曜日

国　保　診　療　所

午　前
（受付 午前8：30

〜11：00）

午　後
（受付 午後1：30

〜3：30）
（木曜日のみ午後2：00〜3：30）

ほほえみポート天川

保　　健　　事　　業

ご
み
収
集

 16 日 

 17 月 診　　察 診　　察  燃　焼

 18 火 診　　察 検 査 日  資源１

 19 水 診　　察 診　　察 

 20 木 休　　診   診察（西尾医師）  不　燃

 21 金 診　　察 診　　察  燃　焼

 22 土 

 23 日 

 24 月 診　　察 診　　察  燃　焼

 25 火 診　　察 検 査 日  資源１

 26 水 診　　察 診　　察 

 27 木 診察(松村医師)   診察（西尾医師）  資源２

 28 金 診　　察 診　　察  燃　焼

 29 土 

 30 日

見える所に貼り、ご活用下さい。

粗　大
（予約）

粗　大
（予約）
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閉　　　　館　　　　日

閉　　　　館　　　　日

閉　　　　館　　　　日

閉　　　　館　　　　日

閉　　　　館　　　　日

　　　 国保診療所・ほほえみポート天川　　・ごみ収集　４月の予定表

日 曜日

国　保　診　療　所

午　前
（受付 午前8：30

〜11：00）

午　後
（受付 午後1：30

〜3：30）
（木曜日のみ午後2：00〜3：30）

ほほえみポート天川

保　　健　　事　　業

ご
み
収
集

 1 土  

 2 日  

 3 月 休　　診 診　　察 心の健康相談 燃　焼

 4 火 診　　察 検 査 日  資源１

 5 水 診　　察 診　　察  

 6 木 休　　診   診察（西尾医師）  不　燃

 7 金 診　　察 診　　察  燃　焼

 8 土  

 9 日  

 10 月 診　　察 診　　察  燃　焼

 11 火 診　　察 検 査 日 狂犬病予防注射（村内13ケ所にて） 資源１

 12 水 診　　察 診　　察  

 13 木 診察(松村医師)   診察（西尾医師）  資源２

 14 金 診　　察 診　　察  燃　焼

 15 土 

＊医師不在時は投薬はできません。薬の切れる方は早めに受診して下さい。

粗　大
（予約）

粗　大
（予約）
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　臨床心理士による心の健康相談会を開催します。一人で抱えている悩みのある方、気持ちがすっきり
とせず不安のある方など、どなたでもお申込みいただけます。相談は無料で、個別相談となっておりま
すので、予約制です。また、定員に達し次第受付を終了いたします。相談を希望される方は、下記まで
お申込みください。
　相談の内容などの秘密は、固く守られます。この機会をぜひご利用ください。

心の健康相談のご案内

開催日：４月３日（月）　　　　　　会　場：ほほえみポート天川
内　容：個別相談（臨床心理士の先生お１人との相談となります。）

検診や教室等の内容や申込み方法、その他、疑問な点やご不明な点につきましては、
ほほえみポート天川　保健師までお問い合わせ下さい。

連絡先　☎63−9110

　狂犬病の予防注射の季節がやってきました。大切な家族であるワンちゃんのために、是非受けるよ
うにして下さい。下記のとおり、各会場でお待ちしています。

※各場所の受付時間が短くなっていますので、時間厳守のうえお越し下さい。
※お手元に届きましたハガキをご持参下さい。

日　　程 時　　間 場　　　　所

４月11日
（火）

10：20～10：25 塩野（岡崎様宅前）

10：30～10：35 広瀬（花谷光信様宅前）

10：45～10：50 みずはの湯前

11：00～11：05 天の川青少年旅行村

11：10～11：15 庵住（冨本重恭様宅前）

11：20～11：30 庵住・籠山地区老人憩いの家前

11：40～11：50 旧天川西小学校前

11：55～12：00 栃尾橋前

13：30～13：50 坪内スクールバス駐車場前

13：55～14：00 沢原（森田久勝様宅前）

14：05～14：15 奈良県広域消防署天川分署前

14：20～14：30 吉野警察署川合駐在所前

14：50～15：20 洞川地区公民館前

ワンちゃんの予防注射です！

　料　金
　●狂犬病予防注射料金
　　　　　　　3,200円

　●犬の登録手数料
　　（未登録の方のみ）
　　　　　　　3,000円
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診療所の先生の紹介と挨拶

中本佑輔医師の転勤
　平成27年度から天川村国民健康保険直営診療所の所長として、勤務されました中本佑輔医師が、
医師派遣任期２年を向かえる事になり、転勤される事になりました。
　中本医師は、天川村の唯一の医療機関である国保診療所の常勤医師としてご活躍されました。今ま
で本当にありがとうございました。

中本医師から村民の皆様に
　天川村診療所で働かせていただきあっという間に２年がた
ちました。
　長年勤められていた森山先生の後任として診療させていた
だき至らないところもありましたでしょうが、あたたかく迎
えてくれました村民の皆様に感謝いたします。皆様にはやっ
と慣れていただいたところで転勤することとなり申し訳ござ
いません。夏休み等にまた天川村に遊びに来させていただき
たいと思いますのでその際はよろしくお願いいたします。
　２年という短い間でございましたがありがとうございました。
　皆様のご健勝を願っております。

池上雄亮医師の赴任
　４月から天川村国保診療所に赴任していただきます。池上雄亮医師です。

池上医師から村民の皆様に
　天川村の皆様、こんにちは、４月より中本先生の後任とし
まして、診療所に勤務することになりました池上雄亮（いけ
かみゆうすけ）です。
　豊かな自然や温泉、美味しい食べものに恵まれた天川村
で、この度、診療所に勤務できることを大変嬉しく思ってお
ります。村民の皆様には是非とも天川村の素晴らしいところ
を教えて頂ければと思いますので、また診療所に足を運んで
下さい。
　専門は総合診療であり、内科を中心に専門の垣根を越えて
幅広い診療を心掛けています。村民の皆様が健康で豊かな生
活を送れるように全力でサポートして参りたいと考えていま
す。健康のこと、病気のこと、介護のこと何でも相談にのり
ますので、気軽に診療所に来て頂ければと思います。
　また、村のどこかでお会いした際は、気軽にお声かけ下さ
い。これからどうぞよろしくお願いします。
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○�杉は水分が多いので持って重いと感じたら含水率が60％を超えています。檜は割と乾いていて中
心部は30％を切るものもあります。薪ボイラーで使用する際30％程に乾いた薪を使用します。ラ
ックは雨を避けて屋内に置いていました。しかし、風通しが良くてお日様の当たる屋外で薪を乾燥
させた方が乾きやすい事が分かりました。
○�薪ボイラーは1㎥/日の量が必要でラック一つに1㎥分を納める事ができて、100個あったラックは
すべて薪を入れたので1㎥分をテープでまとめる方法により薪の塊を必要に応じて製作しています。

①　荷下ろし ②　寸法計測

③　薪割　　 ④　薪を収納

⑤　焚き付け作り ⑥　温泉に搬入
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　天川村地域おこし協力隊(林業部門)板谷です。昨年の12月にオープンした「天川村バイオマス生
産供給施設」が４ヶ月を経過し、村民の皆様方から納入された丸太の受け入れ、寸検、そして薪割な
ど薪製造の一連の作業を行っております。今回は作業の内容についてご紹介します。
　原木は登録をされた村民の皆様方より納入されます。軽トラで日に何度も往復される強者もいらっ
しゃいます。１mに玉切りされた丸太は5,000円/㎥で地域振興券で支払われ、村内の登録店舗で使
用する事が出来ます。
　丸太は1本ずつ末口の径を測り材積を計算して買い取り価格を算定します。丸太は９トンの力がある
薪割機で割ります。丸太は細いものから太いものまで色々あり、また、節があったりねじれていて割
るのに難しく苦労するものがあります。水分の多い重たい丸太は、まるで雑巾を絞った時のように水
が滴るものがあります。手を挟んだり、足の上に落とさない様に注意しながら薪割作業を行います。
　１月には工事で伐採された丸太の山が土場一面に広がっていて、すべて薪にするのは勿体ないの
で、市場へ出す分と小切る分に選別をおこないました。２月は雪が多く、山へ行く事が無かったので
工場での作業が多く、丸太の玉切り作業を行いました。たくさん小切りましたのでチェーンソーの扱
いにも大分慣れました。
　４月１日から「天の川温泉」がリニューアルし、薪ボイラーが本格始動します。村民の皆さんから
搬入して頂いた薪で沸かした温泉を是非ともご堪能下さい。
　また、丸太の受け入れも毎週火曜日に行っていますのでどんどん搬入下さいます様、宜しくお願いし
ます。

天川村地域おこし協力隊だより　⑧
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　主要地方道高野天川線は、生活道路としての利用だけでなく、たくさんの観光客が利用して
います。
　その中、主要地方道高野天川線整備促進協議会（会長�車谷天川村長）は、未改良の箇所が多
くある当路線の狭い箇所の早期整備の実現に向けて「平成29年度予算において道路整備に必要
な所要額の総額の確保」及び「主要地方道高野天川線の早期整備促進・歴史・文化そして観光
の基軸として、紀伊半島を東西に結ぶ主要地方道高野天川線の狭隘区間の1.5車線的道路整備
（待避所設置、視距確保、１車線改良、２車線改良の組み合わせ）及びバイパス等（トンネル
整備による「延長3,000ｍ」）の整備促進」について、自民党二階幹事長に要望してきました。

２月16日自民党本部
において、主要地方道
高野・天川線整備促進
協議会（会長　車谷天
川村長、副会長　平野
高野町長、太田五條市
長、⻆谷野迫川村長）
１市１町２村が、予算
要望及び道路整備につ
いて、二階幹事長へ要
望を行った様子。

主要地方道高野天川線の要望活動
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　平成29年３月４日（土）馬見丘陵公園で開催された「第12回市町村対抗子ども駅伝大会」
に天川小学校から選手が５人出場しました。天川村はこれで３回目の駅伝参加となり、今回は
初めて黒滝村と混成チームを組んで出場しました。

　今年は雪の日が多く、グラウンドを使えない日々が続き苦労しましたが、それでも子ども達
は一生懸命練習を積み重ねてきました。大会当日でも、練習の成果を発揮し、約1時間で完走
という結果を残しました。

黒滝・天川村チーム　メンバー
○監　督　小屋　敏巳（スポーツ推進委員長）
○コーチ　久保　彰宏（黒滝小学校教諭）
　　　　　辻本　暁洋（天川小学校教諭）
○選　手　
（６年生）　
　梶　一樹（天小）　　名迫　高明（天小）
　奥田　飛鳥（天小）　辰巳　優月（天小）
　浦南　真央（黒小）　田中　光人（黒小）
（５年生）
　西山　遼（天小）　　辰己　花音（黒小）

当日の出場実績
　駅伝総距離　13,834ｍ　８区間（男子５名・女子３名）　記録　62分39秒

　本大会出場におきましても、監督をはじめ、
学校の先生方、保護者の皆様等の厚いご支援の
おかげで、子ども達は練習や大会に臨めたと思
います。本当にありがとうございました。

第12回市町村対抗子ども駅伝大会
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　　　設立の経緯

　　　＜天川の環境をとりまく問題＞

　　　　　　	天川村の魅力である豊かな自然環境は、重要な観光資源であるとともにかけがえのない

村の財産です。

　　　　　　	しかし近年、特に夏場の観光客のマナー低下は著しく、ゴミの投棄、無断駐車、迷惑行

為等に悩まされています。

　　　　　　このような行為は自然環境を破壊し、住民の生活環境も脅かされています。

　　　　　　　　

　　　＜天川の将来のために＞

　　　　　　このような現状を憂い、村の将来を危惧する村民有志が集まり

　　　　　　「天川の環境を守る会」の設立にいたりました。

　　　会の目的　　①山、川などの自然環境を守るための活動を行うこと

　　　　　　　　　②	ゴミ投棄や無断駐車、迷惑行為等から村民の生活環境を守るための活動を行う

こと

　　　　　　　　　③村内・村外に対して環境保護の啓蒙活動を行うこと

　　　会員を募集しています

　　　　　　　この趣旨に賛同し一緒に活動していただける会員を大募集中です。

　　　　　　　募集は随時行っています。

　　　　　　　	詳しくは当会事務局　役場内地域おこし協力隊伊藤までご連絡ください。

　　　　　　　☎６３－０３２１

「天川の環境を守る会」を設立しました
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体
制
を
再
検
討
し
台
数
や
時
間
、
ご
要
望

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
道
路
枝
線
へ
の
運
行

を
実
施
し
て
い
く
。

　

教
育
に
つ
き
ま
し
て
は
、
心
身
共
に
た
く
ま

し
く
人
間
性
ゆ
た
か
な
子
供
た
ち
の
育
成
の
た

め
、
何
よ
り
も
子
供
を
主
体
に
置
い
た
良
好
な

教
育
環
境
の
整
備
が
重
要
で
あ
り
ま
す
。

　

近
年
、
全
国
的
な
少
子
化
が
進
行
し
て
お

り
、
本
村
に
置
い
て
も
例
外
な
く
児
童
生
徒

数
は
減
少
し
て
い
る
。

　

昭
和
三
〇
年
代
の
最
も
児
童
生
徒
が
多
か
っ

た
頃
に
比
べ
実
に
１
／
10
以
下
に
な
っ
て
お

り
、
こ
の
間
、
学
校
数
は
小
学
校
五
校
、
中
学

校
三
校
あ
っ
た
も
の
が
現
在
、
小
学
校
一
校
、

中
学
校
二
校
と
な
り
運
営
し
て
い
る
。
そ
の
よ

う
な
中
、
特
に
中
学
校
の
現
状
か
ら
将
来
を
見

据
え
た
と
き
、
生
徒
数
の
推
移
は
極
め
て
厳
し

く
さ
ら
に
、
中
学
校
就
学
時
に
生
徒
が
分
散
す

る
こ
と
で
少
人
数
化
に
拍
車
が
か
か
る
こ
と
な

り
義
務
教
育
段
階
に
お
け
る
充
実
し
た
学
習
成

果
を
あ
げ
て
い
く
こ
と
が
、
困
難
な
状
況
に
陥

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
申
し
上
げ
ま
し
た
通

り
、
子
供
た
ち
を
主
体
と
し
た
本
当
に
必
要
な

質
の
高
い
教
育
環
境
を
目
指
し
た
時
、
生
徒
が

分
散
す
る
こ
と
な
く
一
連
の
流
れ
の
中
で
教
育

段
階
を
進
む
こ
と
が
最
も
望
ま
し
く
、
学
校
統

　

平
成
二
十
九
年
第
一
回
天
川
村
議
会
臨
時

会
が
、
二
月
十
五
日
に
招
集
さ
れ
開
会
さ
れ

ま
し
た
。

�

会
期
に
つ
い
て
は
一
日
間
と
定
め
、
原
案

の
と
お
り
可
決
し
て
閉
会
し
ま
し
た
。
そ
の

概
要
を
報
告
し
ま
す
。

可
決
事
項

◇�

天
川
村
山
村
開
発
セ
ン
タ
ー
備
品
購
入
事

業
に
か
か
る
物
品
売
買
契
約
の
締
結
に
つ

い
て

▽�

天
川
村
山
村
開
発
セ
ン
タ
ー
バ
ス
購
入
に

関
す
る
物
品
売
買
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

で
あ
り
ま
す
。

◇�

天
川
村
営
入
浴
施
設
「
洞
川
温
泉
セ
ン
タ

ー
」
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

▽�

「
洞
川
温
泉
セ
ン
タ
ー
」
の
指
定
管
理
者

の
指
定
を
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

◇�

天
川
村
営
入
浴
施
設
「
天
の
川
温
泉
セ
ン

タ
ー
及
び
天
川
薬
湯
セ
ン
タ
ー
み
ず
は
の

湯
」
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

▽�

「
天
の
川
温
泉
セ
ン
タ
ー
及
び
天
川
薬
湯

セ
ン
タ
ー
み
ず
は
の
湯
」
の
指
定
管
理
者

の
指
定
を
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

◇�

天
の
川
温
泉
セ
ン
タ
ー
大
規
模
改
修
工
事

に
か
か
る
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て

平
成
二
十
九
年
第
一
回
臨
時
会

を
開
催
し
ま
し
た
。

平
成
二
十
九
年
第
一
回
定
例
会

を
開
催
し
ま
し
た
。

議
会
だ
よ
り

議
会
だ
よ
り

議
会
だ
よ
り
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歳
出
に
お
い
て
は
、
早
い
段
階
で
出
来
る

も
の
は
計
上
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
そ
れ

以
前
に
当
初
予
算
の
作
成
に
お
い
て
、
何
度

も
確
認
を
行
い
予
算
計
上
の
漏
れ
が
な
い
よ

う
に
し
て
く
れ
る
よ
う
強
く
要
望
し
承
認
す

る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

特
別
会
計
の
補
正
予
算
に
つ
い
て
は
、
必

要
経
費
の
予
算
で
あ
り
適
当
で
あ
る
と
判
断

し
ま
し
た
。

◇
予
算
・
決
算
特
別
委
員
会
委
員
長
報
告

　

委
員
長
よ
り
六
点
に
つ
い
て
報
告
が
あ
り

ま
し
た
。

一�　
審
査
の
過
程
で
出
さ
れ
た
意
見
、
要
望

等
全
て
委
員
長
報
告
に
あ
げ
る
こ
と
が
出

来
ま
せ
ん
の
で
、
十
分
に
検
討
し
出
来
る

こ
と
は
早
急
に
対
応
し
て
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

二�　
役
場
の
耐
震
工
事
が
終
了
し
、
以
前
と

比
べ
ま
す
と
素
晴
ら
し
い
施
設
に
生
ま
れ

変
わ
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
今
後
は
今

ま
で
以
上
に
誰
が
訪
れ
て
も
快
適
な
環
境

を
末
永
く
維
持
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

三�　
安
心
・
安
全
な
村
づ
く
り
は
村
の
ス
ロ

ー
ガ
ン
と
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
今
年

度
、
防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
す
る
予
算
が
計

上
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
特
に
西
部
地
区

は
高
齢
者
も
多
く
、
事
件
・
事
故
が
発
生

し
て
も
対
応
が
遅
れ
が
ち
に
な
る
と
思
い

ま
す
の
で
、
地
域
の
方
々
と
協
議
し
て
よ

り
良
い
環
境
整
備
に
努
め
て
下
さ
い
。

四�　
新
し
く
景
観
形
成
伐
採
事
業
と
し
て
予

算
計
上
さ
れ
、
天
川
村
の
す
ば
ら
し
い
渓

谷
美
を
よ
り
印
象
づ
け
る
に
は
、
河
川
側

の
立
木
の
伐
採
を
実
施
す
る
こ
と
が
最
も

観
光
客
へ
の
ア
ピ
ー
ル
に
つ
な
が
る
と
考

え
ま
す
。
併
せ
て
冬
季
の
日
当
た
り
に
も

影
響
し
、
村
民
の
事
故
防
止
に
も
有
効
で

あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
議
会
と
し
て
協
力

出
来
る
こ
と
は
積
極
的
に
応
援
し
て
い
き

ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
た
し
ま
す

五�　
み
た
ら
い
周
辺
開
発
事
業
調
査
委
託
料

が
計
上
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

�　
魅
力
あ
る
観
光
資
源
で
あ
り
な
が
ら
今

ま
で
観
光
開
発
の
手
が
付
け
ら
れ
て
い
な

い
状
況
で
あ
り
ま
し
た
が
、
今
回
の
調
査

に
よ
り
駐
車
場
の
解
消
や
渓
谷
へ
の
新
た

な
ア
ク
セ
ス
方
法
の
検
討
等
難
問
解
消
へ

の
糸
口
が
見
え
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待

し
ま
す
。
最
大
限
に
み
た
ら
い
渓
谷
の
魅

力
を
引
き
出
せ
る
よ
う
に
調
査
か
ら
計
画

へ
と
取
り
組
み
を
進
め
て
い
た
だ
く
こ
と

を
お
願
い
し
ま
す
。

六�　
村
長
が
開
会
日
に
施
政
方
針
で
述
べ
ら

れ
た
平
成
三
〇
年
四
月
中
学
校
の
統
合
に

つ
い
て
、
議
員
か
ら
の
質
問
に
対
し
て
統

合
場
所
に
つ
い
て
は
天
川
小
学
校
を
利
用

し
な
が
ら
中
学
校
を
持
っ
て
く
る
と
の
答

弁
が
あ
り
、
議
会
と
し
て
も
村
長
の
考
え

と
同
様
に
ま
ず
子
供
を
主
体
に
お
き
、
今

後
の
学
校
教
育
の
在
り
方
を
考
え
た
時
、

現
在
の
天
川
小
学
校
の
場
所
に
中
学
校
持

っ
て
く
る
こ
と
が
最
良
な
方
法
で
あ
る
と

考
え
ま
す
。

　

�　
今
後
は
議
会
と
し
て
も
行
政
と
一
つ
に

な
り
、
学
校
統
合
を
推
進
し
て
い
く
こ
と

を
全
員
一
致
で
了
承
し
た
。

可
決
事
項

～
補
正
予
算
に
つ
い
て
～

◇�

平
成
二
十
八
年
度
天
川
村
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
四
号
）
に
つ
い
て

▽�

二
，
九
一
一
千
円
を
減
額
し
、
総
額
を

三
，
〇
三
〇
，
二
四
九
千
円
と
す
る
も
の

で
す
。

◇�

平
成
二
十
八
年
度
天
川
村
国
民
健
康
保
険

事
業
勘
定
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
二

号
）
に
つ
い
て

▽�

六
四
五
千
円
を
増
額
し
、
総
額
を

三
二
五
，
三
二
〇
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

◇�

平
成
二
十
八
年
度
天
川
村
下
水
道
事
業
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）
に
つ
い
て

▽�

一
四
二
千
円
を
増
額
し
、
総
額
を

一
〇
八
，
二
五
三
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

◇�

平
成
二
十
八
年
度
天
川
村
介
護
保
険
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
四
号
）
に
つ
い
て

▽�

六
七
千
円
を
増
額
し
、
総
額
を
三
五
九
，

九
三
二
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

～
条
例
に
つ
い
て
～

◇�

天
川
村
定
住
促
進
住
宅
の
設
置
及
び
管
理

に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

▽�

若
者
定
住
者
に
住
宅
を
賃
貸
す
る
こ
と
に

よ
り
村
の
過
疎
化
及
び
高
齢
化
を
緩
和
す

る
と
共
に
村
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
地

方
自
治
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
六
七

号
）
第
二
四
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の

基
づ
き
、
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に

関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も

合
は
避
け
よ
う
の
な
い
状
況
に
あ
る
と
判
断
す

る
に
至
り
ま
し
た
。
こ
の
度
、
確
固
不
動
の
意

思
を
持
っ
て
中
学
校
の
統
合
を
推
進
し
て
い
き

た
い
と
存
じ
ま
す
。
本
年
度
は
、
そ
の
基
本
計

画
等
を
策
定
し
、
必
要
な
環
境
整
備
を
進
め
な

が
ら
、
平
成
三
〇
年
四
月
の
統
合
を
目
標
に
取

り
組
み
を
開
始
す
る
と
い
う
施
政
方
針
が
あ
り

ま
し
た
。

委
員
長
報
告
に
つ
い
て

　

十
三
日
の
再
開
日
に
、
委
員
長
よ
り
各
委

員
会
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

☆�

総
務
・
経
済
厚
生
委
員
会
を
代
表
し
て
、

総
務
委
員
会
　
玉
井
委
員
長
が
報
告
。

☆�

予
算
・
決
算
審
査
特
別
委
員
会
よ
り
、
弓

場
委
員
長
が
報
告
。

◇
総
務
・
経
済
合
同
委
員
会
委
員
長
報
告

　

委
員
会
で
協
議
し
た
議
案
条
例
五
件
、
計

画
変
更
一
件
、
補
正
予
算
四
件
に
つ
い
て
審

査
し
ま
し
た
。

　

条
例
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
条
例
制
定
や

上
位
条
例
の
変
更
に
伴
う
も
の
等
問
題
な
い

と
判
断
し
ま
し
た
。

　

過
疎
自
立
促
進
計
画
の
一
部
変
更
に
つ
い

て
は
、
セ
ン
タ
ー
バ
ス
購
入
及
び
文
化
事
業

の
追
加
で
あ
り
、
住
民
の
生
活
に
直
結
す
る

も
の
で
あ
り
問
題
な
い
と
判
断
し
ま
し
た
。

　

補
正
予
算
に
つ
い
て
は
、
一
般
会
計
及
び

特
別
会
計
三
会
計
の
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

委
員
会
と
し
て
、
歳
入
の
中
で
山
癒
の
里
寄

付
金
に
つ
い
て
は
、
頂
い
た
方
へ
の
返
礼
品

に
つ
い
て
よ
り
早
く
検
討
す
る
こ
と
を
依
頼

し
ま
し
た
。
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▽�

予
算
額
二
，
一
八
二
，
七
〇
〇
千
円
で
対

前
年
二
一
．
七
％
の
減
額
で
す
。

◇�

平
成
二
十
九
年
度
天
川
村
国
民
健
康
保
険

事
業
勘
定
特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て

▽�

予
算
額
三
一
八
，
二
四
五
千
円
で
対
前
年

一
．
四
％
の
減
額
で
す
。

◇�

平
成
二
十
九
年
度
天
川
村
国
民
健
康
保
険

直
診
勘
定
特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て

▽�

予
算
額
一
二
五
，
二
一
三
千
円
で
対
前
年

六
．
二
％
の
増
額
で
す
。

◇�

平
成
二
十
九
年
度
天
川
村
下
水
道
事
業
特

別
会
計
予
算
に
つ
い
て

▽�

予
算
額
九
九
，
五
六
七
千
円
で
対
前
年

九
．
六
％
の
減
額
で
す
。

◇�
平
成
二
十
九
年
度
天
川
村
分
収
造
林
事
業

特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て

▽�

予
算
額
八
，
五
五
〇
千
円
で
三
年
ぶ
り
の

事
業
再
開
と
な
り
ま
す
。

◇�

平
成
二
十
九
年
度
天
川
村
介
護
保
険
特
別

会
計
予
算
に
つ
い
て

▽�

予
算
額
三
七
一
，
七
九
二
千
円
で
対
前
年

三
．
八
％
の
増
額
で
す
。

◇�

平
成
二
十
九
年
度
天
川
村
後
期
高
齢
者
医

療
特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て

▽�

予
算
額
三
二
，
七
五
八
千
円
で
対
前
年

三
．
八
％
の
減
額
で
す
。

◇�

平
成
二
十
九
年
度
天
川
村
簡
易
水
道
事
業

特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て

▽�

予
算
額
九
三
，
三
二
〇
千
円
で
三
つ
の
簡

易
水
道
の
統
合
に
よ
る
予
算
で
す
。

～
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
～

◇�

天
川
村
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画
の
一
部

き
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

▽
天
川
村
大
字
籠
山
百
九
十
九
番
地

　

�

中
西
朝
子
氏
を
教
育
委
員
と
し
て
任
命
す

る
こ
と
の
同
意
が
さ
れ
ま
し
た
。

の
で
あ
り
ま
す
。

◇�
天
川
村
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

▽�
地
方
税
法
（
昭
和
二
五
年
法
律
第
二
二
六

号
）
の
規
定
に
準
じ
、
消
費
税
増
税
の
延

期
に
伴
う
、
法
人
税
及
び
軽
自
動
車
税
関

連
等
の
期
間
を
延
期
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。

◇�

天
川
村
特
別
会
計
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て

▽�

洞
川
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
、
栃
尾
簡

易
水
道
事
業
特
別
会
計
、
中
央
簡
易
水
道

事
業
特
別
会
計
を
統
合
し
新
た
に
天
川
村

簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
を
設
置
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

◇�

天
川
村
簡
易
水
道
給
水
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

▽�

天
川
村
簡
易
水
道
給
水
条
例
（
平
成
十
年
天

川
村
条
例
第
十
九
号
）
第
二
九
条
に
規
定
す

る
水
道
料
金
に
つ
い
て
、
洞
川
簡
易
水
道
事

業
に
限
り
、
三
年
間
を
限
度
と
し
基
本
使
用

料
の
減
額
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

◇�

天
川
村
駐
車
場
設
置
条
例
の
全
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

▽�

指
定
管
理
者
制
度
の
実
施
に
伴
い
、
地
方
自

治
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
六
七
号
）
第

二
四
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
公

の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
し
必
要
な
事

項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

～
当
初
予
算
に
つ
い
て
～

◇�

平
成
二
十
九
年
度
天
川
村
一
般
会
計
予
算

に
つ
い
て

変
更
に
つ
い
て

▽�

計
画
の
一
部
を
変
更
す
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。

同
意
事
項

◇�

天
川
村
教
育
委
員
会
の
委
員
の
任
命
に
つ
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天川村へ
平成29年　事業概要

地 域 活 性
林業学校開校 …………………………470万円

（林業就労者の育成と雇用創出）
地域受入協議会活動補助事業………100万円

（	Ｕターン、Ｉターンを増やすための取組へ
の補助を行います。空家バンク事業）

洞川テニスコート公衆便所水洗化事業……459万円

みたらい周辺開発事業………………216万円

（	みたらい周辺の開発に向け調査を開始しま
す）

登山道・遊歩道整備事業………… 2,630万円

（	天和鉱山道他登山道、遊歩道の整備に係る
調査設計並びに工事を行います）

天の川スポーツ広場補修事業………174万円

（	スポーツ広場の舗装と危険遊具の解体を行
います）

路線バス活用誘客事業………………150万円

（	12月から３月までの期間、天川村への観
光者のバス料金について補助します。奈良
県事業）

洞川・天の川温泉路線バス乗継ダイヤ事業 … 700万円

（	村内２大観光地洞川坪内を乗継便１日４便
を確保）

夏イチゴ生産促進事業……………… 58万円

（標高1,000ｍでのイチゴ生産	洞川地区）

村内入浴施設指定管理事業 ……… 1,350万円

（村内入浴施設を民間に指定管理します）
村づくり応援補助金…………………200万円

（	村づくりのための住民のグループ活動への
補助制度。20万円／１事業）

村台風12号災害復旧対策支援利子補助金 … 150万円

（	災害後の経営再建へむけた資金返済利子補
給を行います）

景観形成伐採事業 ………………… 1,080万円

（	洞川地区、山西地区で実施予定、道路沿い
の景観障害木を伐採、景観向上のための樹
木を植林します）

木質バイオマス生産供給事業補助金 …300万円

（バイオマス生産供給事業運営補助です）
県産材生産促進事業補助金 ……… 2,000万円

（認定事業体用）
間伐促進総合対策事業補助金…… 1,320万円

（	防災間伐1,000万円、村単間伐200万円、
村産材流通促進120万円）

林道維持補修工事費……………… 3,460万円

（	林道籠山線、塩野新田線、向山西線、西の
谷線その他路線とガードレール整備など）
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もっとよくなる
平成29年　事業概要

安心・安全 く ら し
防犯カメラ設置事業………………… 140万円

（	登山口に3箇所、村の出入り口等３箇所設
置予定）

役場・山村開発センター備品購入事業 … 510万円

（	昨年、耐震改修が完成。イスなど必要な備
品を購入します）

市町村治山事業……………………… 500万円

（南日裏地区治山工事を実施いたします）
水谷土捨場整備工事費……………… 768万円

（河川堆積土砂等の土捨場の整備を行います）
村水路改修工事……………………… 700万円

（	山西ミヤノキシ谷、ハチクマ谷などの水路
整備を行います）

籠山橋橋梁長寿命化対策事業…… 3,000万円

（籠山橋の長寿命化工事を実施いたします）
地区防災活動支援補助金……………… 50万円

（防災備蓄品の更新補助）
各大字避難訓練（申込）

村道等新設改良事業……………… 2,290万円

　沢原・五色線側溝改良
　栃尾中央線側溝改良
　大原峠線側溝改良
　坪内弁天線側溝改良
　沢原坪内線道路改良
　八坂花折線側溝改良
　スキー場線側溝改良

バス運行委託………………………23,350万円
（	コミュニティバス運行費用、本年よりバン
タイプで村内枝線運行開始）

小規模多機能型居宅介護施設建設事業…850万円
（	小規模多機能型居宅介護施設建設に向けた
調査設計等実施）

火葬場整備事業…………………… 1,513万円
（	新火葬場整備に向けた調査、基本計画、設
計を行います）

小規模水道施設整備事業補助金……… 50万円
（簡水地域外水道を整備します）
福祉タクシー運行委託……………… 200万円
（	高齢者の皆様などの移動確保のためタクシー券
をお配りします。本年より12,000円にＵＰ）

臨時福祉給付金……………………… 860万円
（	消費税対策として対象者に福祉給付金が支
給されます）

在宅福祉事業委託料………………… 283万円
（	配食サービス事業、一人暮しのお年寄りの
皆さんへの緊急通報装置事業）

旧洞川小学校解体事業…………… 7,260万円
（旧洞川小学校の解体工事費と監理費です）
洞中体育館床改修事業……………… 226万円
洞川公民館耐震改修事業…………… 341万円
（	洞川公民館の耐震改修に向けた診断を行い
ます）

中学校統合事業………………………… 50万円
（	中学校統合に向けた基本計画を策定します）
有害鳥獣駆除事業……………………… 874万円
（	駆除委託、補助金、奨励交付金、防護柵
補助金、捕獲器導入補助金）
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地方交付税
1,162,184千円

村債
297,100千円

国庫支出金
132,348千円

村税
182,828千円

繰入金
167,310千円

　総務費
390,030千円

消防費
101,097千円

　民生費
401,276千円

教育費
267,284千円

土木費
202,578千円 衛生費

200,912
　　　千円

公債費
286,825
　　　千円

農林
水産業費
150,473
　　千円

　総務費
390,030千円

議会費　44,578千円

予備費　10,000千円

労働費　140千円

商工費
123,047千円

消防費
101,097千円

　民生費
401,276千円

教育費
267,284千円

土木費
202,578千円 衛生費

200,912
　　　千円

公債費
286,825
　　　千円

災害復旧費
55千円

農林
水産業費
150,473
　　千円

諸支出金　4,405千円

地方交付税
1,162,184千円

村債
297,100千円

繰越金　50,000千円

国庫支出金
132,348千円

村税
182,828千円

その他の収入
　37,739千円

地方消費税交付金　23,126千円
使用料及び手数料　27,193千円

繰入金
167,310千円

県支出金　102,872千円

◆一般会計予算の内訳	
　歳入は、地方交付税や国県補助金など外部からの収入に依存しており、村税の割合は10％以下となっています。
　歳出では、安心・安全で暮らしやすい村づくりをめざし、防犯カメラ設置事業やバス運行委託費、小規模多機能
型居宅介護施設建設事業、火葬場整備事業、中学校統合事業などを、地域活性化事業として林業学校開校、登山
道・遊歩道整備事業、洞川・坪内路線バス乗継ダイヤ事業、村づくり応援補助金事業などにかかる予算を計上して
います。

H28.12月完成　バイオマス生産施設 H29.３月完成　地域優良賃貸住宅 H29.３月完成　天の川温泉センター
（大規模改修）

区　　分 予 算 額 構成割合
地方交付税 1,162,184千円 （53.2%）
村債 297,100千円 （13.7%）
村税 182,828千円 （8.4%）
繰入金 167,310千円 （7.8%）
国庫支出金 132,348千円 （6.1%）
県支出金 102,872千円 （4.7%）
繰越金 50,000千円 （2.3%）
使用料及び手数料 27,193千円 （1.2%）
地方消費税交付金 23,126千円 （1.1%）
その他の収入 37,739千円

内
　
　
訳

諸収入 14,426千円 （0.7%）
地方譲与税 12,570千円 （0.6%）
財産収入 3,507千円 （0.2%）
分担金及び負担金 2,373千円 （0.1%）
自動車取得税交付金 2,219千円 （0.1%）
寄附金 1,001千円 （0.0%）
配当割交付金 836千円 （0.0%）
株式等譲渡所得割交付金 473千円 （0.0%）
利子割交付金 287千円 （0.0%）
地方特例交付金 47千円 （0.0%）

合　　　計 2,182,700千円 （100.0%）

区　　分 予 算 額 構成割合
議会費 44,578千円 （2.0%）
総務費 390,030千円 （17.8%）
民生費 401,276千円 （18.4%）
衛生費 200,912千円 （9.2%）
労働費 140千円 （0.0%）
農林水産業費 150,473千円 （6.9%）
商工費 123,047千円 （5.6%）
土木費 202,578千円 （9.3%）
消防費 101,097千円 （4.6%）
教育費 267,284千円 （12.2%）
災害復旧費 55千円 （0.0%）
公債費 286,825千円 （13.1%）
諸支出金 4,405千円 （0.2%）
予備費 10,000千円 （0.5%）

合　　　計 2,182,700千円 （100.0%）
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一般会計予算

21億8,270万円（前年度比 21.7％減）

特別会計予算

10億4,944万5千円（前年度比 0.6％増）

平成29年度　当初予算

◆平成29年度予算のポイント
　平成29年度の一般会計の予算総額は21億8,270万円です。前年度と比較すると６億円あまり少なくなって
おりますが、これは平成28年度に庁舎・センター耐震工事や天の川温泉センター改修工事、地域優良住宅整
備工事（南日裏地内）などの大型事業が完了したことによるものです。

◆財政調整基金の残高の状況（村の貯金）
　平成29年度の一般会計予算で財源不足を補うため１億５千万円の基金取崩しを予定しているため、平成29
年度末の基金残高は減となる見込みです。

◆村債の残高の状況（村の借金）
　一般会計では、平成28年度に大型公共事業の実施に伴い総額で７億円あまりの村債の借入を予定している
ことから残高は増となる見込みです。特別会計では、村債の残高の主なものは、下水道や合併浄化槽、簡易
水道の整備費にかかるものであり、近年では新たな借入はないため残高は減となる見込みです。

◆特別会計予算
　特別会計は、村が特定の事業を行う場合、その事業で得られる収入を主な財源とするため一般会計とは別
に経理を行う会計です。

区　　　分 平成27年度末 平成28年度末（見込） 平成29年度末（見込）
財　政　調　整　基　金 10億4,856万6千円 10億5,060万9千円 9億302万4千円

※表示単位�千円未満を省略しています

H28.12月完成　バイオマス生産施設

※表示単位�千円未満を省略しています
区　　　分 平成27年度末 平成28年度末（見込） 平成29年度末（見込）

村の借金の状況 38億3,318万9千円 43億1,266万8千円 42億6,266万6千円
うち、一般会計 27億5,117万3千円 33億2,137万円 33億5,999万1千円
うち、特別会計 10億8,201万6千円 9億9,129万8千円 9億267万5千円

会　計　名 予　算　額 前年度比 主　な　事　業　内　容
国民健康保険事業勘定 3億1,824万5千円 ▲�1.4�% 国民健康保険制度による医療給付費など
国民健康保険直診勘定 1億2,521万3千円 6.2�% 国保診療所の管理・運営にかかる費用
下水道事業 9,956万7千円 ▲�9.6�% 下水道（洞川地区）、合併浄化槽の維持・管理費用など
分収造林事業 855万円 皆増 分収造林事業における負担金（南日裏地区）
介護保険 3億7,179万2千円 3.9�% 介護保険制度による介護給付費など
後期高齢者医療 3,275万8千円 ▲�3.9�% 後期高齢者医療制度による医療給付費など
簡易水道事業 9,332万円 ▲�7.1�% 栃尾・洞川・中央地区の各簡易水道の維持・管理費用など
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お し ら せ

　

お
気
軽
に
ご
利
用
下
さ
い
。
な
お
、
健
康

相
談
は
無
料
相
談
の
み
で
、
診
療
・
検
査
等

は
行
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ

め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

開
催
日
時

目
の
健
康
相
談
（
眼
科
医
会
）

　

４
月
11
日
（
火
）

　

午
後
２
時
～
午
後
３
時

精
神
科
に
関
す
る
健
康
相
談

（
精
神
神
経
科
部
会
）

　

４
月
11
日
（
火
）

　

午
後
３
時
～
午
後
４
時

整
形
外
科
に
関
す
る
健
康
相
談

（
整
形
外
科
部
会
）

　

４
月
18
日
（
火
）

　

午
後
２
時
30
分
～
午
後
３
時
30
分

　

※
受
付
締
切
４
月
17
日
（
月
）

内
科
疾
患
に
関
す
る
健
康
相
談
（
内
科
部

会
）
）

　

４
月
27
日
（
木
）

　

午
後
２
時
～
午
後
３
時

開
催
場
所

　

奈
良
県
医
師
会
館
・
１
階

　

県
民
健
康
サ
ー
ビ
ス
室

　

�

（
近
鉄
大
和
八
木
駅
か
ら
北
へ
徒
歩
７

分
）

お
問
合
わ
せ
先

　

〒
６
３
４
︱
８
５
０
２

　

橿
原
市
内
膳
町
５
︱
５
︱
８

　

奈
良
県
医
師
会
各
主
催
部
会

　

☎
０
７
４
４
︱
22
︱
８
５
０
２

　

本
校
で
は
、
知
的
障
害
の
あ
る
幼
児
の
保

護
者
や
児
童
・
保
護
者
に
対
し
て
、
本
校
教

育
に
つ
い
て
の
理
解
と
認
識
を
深
め
て
い
た

だ
く
た
め
に
、
見
学
会
等
を
次
の
と
お
り
行

い
ま
す
。

開
催
日
時

〈
小
学
部
〉
第
一
回
保
護
者
見
学
会

＊
対
象
＝
知
的
障
害
の
あ
る
幼
児
の
保
護
者

　

５
月
25
日
（
木
）
午
前
９
時
30
分
～
12
時

　

（
平
成
30
年
度
就
学
予
定
）

　

５
月
26
日
（
金
）
午
前
９
時
30
分
～
12
時

　

（
平
成
31
年
度
就
学
予
定
）

〈�

中
学
部
〉
第
一
回
保
護
者
見
学
会
・
体
験

学
習

＊�

対
象
＝
知
的
障
害
の
あ
る
小
学
六
年
生
と

そ
の
保
護
者
、
小
学
校
教
員
ほ
か

　

６
月
７
日
（
水
）
午
前
９
時
30
分
～
12
時

【
教
育
相
談
日
】

　

お
子
様
の
日
常
生
活
指
導
・
教
科
指
導
等

特
別
支
援
教
育
に
つ
い
て
の
相
談
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
事
前
に
お
申

込
み
が
必
要
で
す
。
日
程
や
時
間
を
調
整
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

お
問
合
わ
せ
先

　

奈
良
県
立
大
淀
養
護
学
校

　

吉
野
郡
大
淀
町
下
渕
４
１
４
︱
１

　

☎
０
７
４
７
︱
52
︱
７
６
５
５

開
催
日
時

　

６
月
３
日
～
11
月
11
日

　

土
曜
日
１
日
２
コ
マ
全
42
回

　

�

午
前
10
時
～
午
後
３
時
（
う
ち
１
時
間
休

憩
）

会
　
場

　

奈
良
県
心
身
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

（
磯
城
郡
田
原
本
町
）

　

奈
良
県
聴
覚
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

　

（
橿
原
市
大
久
保
町
）

　

奈
良
市
保
健
所
・
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー

　

（
奈
良
市
三
条
本
町
）

募
集
人
員　
20
人

応
募
条
件

　

�

全
回
出
席
で
き
、
修
了
・
認
定
試
験
後
活

動
の
意
思
が
あ
る
こ
と

受
講
料

　

５
０
０
０
円
（
テ
キ
ス
ト
代
は
別
途
要
）

　

初
回
に
一
括
払
い
（
返
金
不
可
）

申
込
期
間　
４
月
１
日
～
５
月
10
日

お
問
合
わ
せ
先

　

奈
良
県
聴
覚
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
７
４
４
︱
21
︱
７
８
８
０

明
日
香
養
護
学
校
　
学
校
見
学
会

　

奈
良
県
立
明
日
香
養
護
学
校
で
は
、
肢
体

不
自
由
部
門
と
病
弱
部
門
の
教
育
課
程
及
び

学
習
内
容
等
に
つ
い
て
、
理
解
を
深
め
て
い

た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
学
校
見
学
会
を
行
い

ま
す
。

開
催
日
時

　

平
成
29
年
５
月
25
日
（
木
）

　

午
前
９
時
～
12
時

対
象
者

　

�

本
校
校
区
（
大
和
高
田
市
・
橿
原
市
・
桜

井
市
・
五
條
市
・
御
所
市
・
香
芝
市
・
葛

城
市
・
宇
陀
市
・
磯
城
郡
・
宇
陀
郡
・
高

市
郡
・
吉
野
郡
・
広
陵
町
・
上
牧
町
）
に

在
住
し
主
に
肢
体
不
自
由
を
有
す
る
幼
児

児
童
生
徒
の
保
護
者
及
び
保
育
所
・
幼
稚

園
・
小
学
校
・
中
学
校
の
特
別
支
援
学
級

担
当
者
、
通
園
施
設
等
の
職
員
等

　

�

（
但
し
、
在
宅
訪
問
教
育
は
県
内
全
域
が

対
象
に
な
り
ま
す
。
）

　

�

県
内
に
在
住
す
る
病
弱
教
育
対
象
の
生
徒

の
保
護
者
及
び
中
学
校
の
病
弱
教
育
担
当

者
等

明
日
香
養
護
学
校
　
体
験
学
習

　

�

奈
良
県
立
明
日
香
養
護
学
校
で
は
、
肢
体

不
自
由
の
あ
る
幼
児
児
童
生
徒
と
そ
の
保

護
者
に
対
し
て
、
本
校
の
肢
体
不
自
由
部

門
の
理
解
と
認
識
を
深
め
て
い
た
だ
く
た

め
、
ま
た
、
病
弱
教
育
対
象
の
生
徒
と
そ

の
保
護
者
に
対
し
て
本
校
の
病
弱
部
門

予
約
必
要

予
約
必
要

予
約
必
要

予
約
不
要

　
�

奈
良
県
医
師
会
の
学
術
部
会
が

行
な
う
健
康
相
談
の
お
知
ら
せ

　

�

奈
良
県
立
大
淀
養
護
学
校
体
験

学
習
の
ご
案
内

　

�

平
成
29
年
度
要
約
筆
記
者
養
成
講
座

　

手
書
き
コ
ー
ス
の
ご
案
内

　
明
日
香
養
護
学
校
か
ら
の
ご
案
内
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（
高
等
部
）
の
理
解
と
認
識
を
深
め
て
い

た
だ
く
た
め
体
験
学
習
を
行
い
ま
す
。

開
催
日
時

　

平
成
29
年
７
月
３
日
（
月
）

　

午
前
９
時
～
12
時

対
象
者

　

�

本
校
校
区
（
大
和
高
田
市
・
橿
原
市
・

桜
井
市
・
五
條
市
・
御
所
市
・
香
芝
市
・

葛
城
市
・
宇
陀
市
・
磯
城
郡
・
宇
陀
郡
・

高
市
郡
・
吉
野
郡
・
広
陵
町
・
上
牧
町
）

に
在
住
し
、
主
に
肢
体
不
自
由
を
有
す
る

5
歳
児
以
上
の
幼
児
、小・中
学
生
と
そ
の

保
護
者
及
び
関
係
者
（
但
し
、
在
宅
訪
問

教
育
は
県
内
全
域
が
対
象
に
な
り
ま
す
）

　

�

県
内
に
在
住
し
、
病
弱
教
育
対
象
の
生
徒

と
そ
の
保
護
者
及
び
関
係
者

お
問
合
わ
せ
・
申
し
込
み
先

　

県
立
明
日
香
養
護
学
校

　

高
市
郡
明
日
香
村
川
原
４
１
０

　

☎
０
７
４
４
︱
54
︱
３
３
８
０

☆�

学
校
の
概
要
に
つ
い
て
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い

　

http://www5.kcn.ne.jp/~kam
eisil/

　

明
日
香
養
護
学
校
で
は
、
下
記
の
と
お
り

教
育
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

相
談
日

　

事
前
に
電
話
で
ご
連
絡
下
さ
い
。
調
整
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

相
談
内
容

○�

肢
体
不
自
由
を
有
す
る
子
供
の
就
学
、
転

入
学
に
関
す
る
こ
と
。

○�

病
弱
教
育
対
象
の
生
徒
の
入
学
、
転
学
に

関
す
る
こ
と
。

○
教
育
上
の
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

○�
健
康
、
自
立
活
動
、
進
路
指
導
、
交
流
及

び
共
同
学
習
、
特
別
支
援
教
育　

等
々
。

対
象
者

　

�

動
作
や
身
体
、
肢
体
不
自
由
教
育
に
つ
い

て
は
下
記
の
校
区
に
在
住
の
保
護
者
及
び

担
任
等
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。
訪
問
教

育
（
在
宅
）
と
病
弱
部
門
の
校
区
は
県
内

全
域
が
対
象
で
す
の
で
、
こ
の
限
り
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

※
肢
体
不
自
由
部
門
の
校
区

　

�

（
大
和
高
田
市
・
橿
原
市
・
桜
井
市
・

五
條
市
・
御
所
市
・
香
芝
市
・
葛
城
市
・

宇
陀
市
・
磯
城
郡
・
宇
陀
郡
・
高
市
郡
・

吉
野
郡
・
北
葛
城
郡
の
う
ち
広
陵
町
・
上

牧
町
）

全
て
の
お
問
合
わ
せ
・
申
し
込
み
先

　

県
立
明
日
香
養
護
学
校

　

高
市
郡
明
日
香
村
川
原
４
１
０

　

☎
０
７
４
４
︱
54
︱
３
３
８
０

☆�

学
校
の
概
要
に
つ
い
て
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い

　

http://www5.kcn.ne.jp/~kam
eisil/

開
催
日
時

　

原
則
と
し
て
毎
月
第
２
木
曜
日

　

午
後
３
時
～
午
後
４
時

　

�

（
４
月
は
13
日
に
実
施
、
８
月
と
１
月
は

第
４
木
曜
日
に
実
施
し
ま
す
）

開
催
場
所

　

奈
良
県
奈
良
市
法
蓮
町
７
５
７

　

奈
良
県
奈
良
総
合
庁
舎
内
会
議
室

概
要

　

�

労
働
者
側
、
使
用
者
側
と
中
立
の
立
場
の

３
名
の
労
働
委
員
会
委
員
が
相
談
員
と
な

り
、
労
働
条
件
そ
の
他
労
働
関
係
に
関
す

る
相
談
（
募
集
や
採
用
な
ど
の
相
談
は
対

象
外
）
を
お
受
け
し
ま
す
。
相
談
時
間
は

１
人
30
分
程
度
。

費
用　
無
料

対�

象　
県
内
在
住
ま
た
は
在
勤
の
労
働
者
及

び
事
業
主

申
し
込
み
　
前
日
ま
で
に
要
予
約

　

左
記
へ
ご
連
絡
下
さ
い

　

奈
良
県
労
働
委
員
会
事
務
局

　

☎
０
７
４
２
︱
20
︱
４
４
３
１

　

�

ご
存
じ
で
す
か
？
労
働
委
員
会

　
～
労
働
委
員
会
委
員
に
よ
る
労
相
談
会
～

　

�

奈
良
県
立
明
日
香
養
護
学
校

　

教
育
相
談
の
ご
案
内

① ② ③ ④
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　平成27年度より事業着手しておりました「天川村役場庁舎・山村開発センター耐震補強第２期工事」
が完了しました。
　住民の皆さまには、役場にお越しの際には何かとご迷惑をおかけしましたが、耐震補強工事と共に
リニューアルも行い会議室数も増え、より使いやすく快適になりましたので村内の各種団体等の会議
などにぜひご利用ください。
　なお、会議室名は下記の案内図のとおりです。

役場　総務課

◆役場庁舎及び山村開発センターの耐震工事の完了について



39

　２月９日(木）一日体験入学･保護者
説明会を実施しました。本年度の入学
予定者は５名です。

　歓迎集会１では、新入生が自分の名前を紹介し、１年生が学校の行事や勉強についてお話しま
した。最後に、１年生が育て、採っておいたアサガオの種をプレゼントしました。
　歓迎集会２では、全校児童とゲームしたりダンスをしたりして楽しみました。終了後、５年生
が校舎案内をして一日体験入学を終了しました。
　歓迎集会１が終了した後、保護者説明会を行いました。服装や持ち物など担当者から説明させ
ていただきました。4月には、元気な顔を見せてくれることを楽しみにしています。

　５・６年生は、スキー教室を１月27日（金）・２月13日（月）
の２回、３・４年生はスキー体験を２月14日（火）に実施し
ました。

　２月23日(木）天候が心配されましたが、楽しい
一日を過ごしました。

一日体験入学・保護者説明会

スキー教室

卒業遠足インUSJ
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４
月
の
出
来
事
と
桜

　

４
月
と
い
う
の
は
日
本
で
は
入
学
式
・
入
社
式
・
新
年
度

と
い
っ
た
新
し
い
節
目
の
月
に
当
た
り
ま
す
。
暖
か
く
気
持

ち
の
い
い
季
節
で
あ
り
、
桜
の
盛
り
の
花
見
や
ハ
イ
キ
ン
グ

な
ど
の
行
楽
が
楽
し
み
や
す
い
季
節
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　

天
川
村
の
中
で
は
、
４
月
14
日
の
天
川
大
辨
財
天
社
の
春

季
大
祭
（
能
楽
奉
納
）
や
29
日
の
名
水
祭
り
が
大
き
な
行
事

と
な
り
ま
す
。
紙
面
で
も
掲
載
し
て
お
り
ま
す
が
、
洞
川
エ

コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
行
わ
れ
る
名
水
祭
り
で
は
、
例
年
通
り

親
子
ア
メ
ノ
ウ
オ
釣
り
大
会
を
は
じ
め
と
し
た
い
ろ
い
ろ
な

イ
ベ
ン
ト
も
開
催
い
た
し
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
老
若
男
女
、

お
誘
い
合
わ
せ
の
上
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

　

さ
て
、
４
月
と
い
え
ば
や
は
り
花
見
、
桜
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
を
お
持
ち
の
方
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
。
今
月
は
そ
ん
な

桜
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す

　

一
口
に
桜
と
い
っ
て
も
様
々
な
品
種
が
あ
り
ま
す
が
、
現

在
一
般
的
な
も
の
は
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
と
呼
ば
れ
る
品
種
に
な

り
ま
す
。
桜
の
開
花
予
想
な
ど
で
も
、
こ
の
品
種
の
特
定
の

も
の
（
気
象
台
な
ど
が
定
め
て
い
ま
す
）
が
基
準
と
な
っ
て

い
る
そ
う
で
す
。
有
名
な
話
で
す
が
こ
の
品
種
、
元
は
一
本

の
木
か
ら
接
ぎ
木
な
ど
の
方
法
で
増
や
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
種
子
か
ら
増
や
す
こ
と
が
性
質
な
ど
の
問
題
で
で

き
な
い
と
い
う
点
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
交
配
に
よ
っ
て

似
た
よ
う
な
新
し
い
種
を
作
る
の
で
は
な
く
、
単
一
の

木
が
ど
ん
ど
ん
と
増
え
て
い
く
、
そ
し
て
そ
れ
が
日
本

の
桜
を
代
表
す
る
品
種
と
な
る
ほ
ど
に
栄
え
た
と
考
え
る

と
、
昔
か
ら
愛
さ
れ
て
き
た
桜
な
の
だ
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。

　

ま
た
、
桜
は
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
以
外
に
も
多
く
の
品
種
が
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
、
育
つ
場
所
に
よ
っ
て
開
花
の
時
期
も

違
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
は
様
々
な
桜
を
春
先
よ
り
長
く

楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

そ
の
中
で
も
、
天
川
村
で
有
名
な
の
は
オ
オ
ヤ
マ
ザ
ク
ラ

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
主
に
関
東
以
北
で
み
ら
れ
る
品
種

で
あ
り
、
奈
良
県
内
で
も
珍
し
い
品
種
で
、
天
川
村
、
大
台

ヶ
原
の
一
部
に
し
か
生
息
し
て
い
な
い
そ
う
で
す
。
現
存
す

る
数
も
き
わ
め
て
少
な
く
奈
良
県
で
公
表
さ
れ
た
レ
ッ
ド
デ

ー
タ
ブ
ッ
ク
で
も
絶
滅
寸
前
種
と
い
う
扱
い
で
し
た
。
天
川

村
内
で
は
神
童
子
谷
な
ど
に
植
生
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
桜
だ
け
で
な

く
、
村
内
で
は
オ
オ
ヤ
マ
レ
ン

ゲ
を
は
じ
め
と
し
た
貴
重
な
植

物
が
い
く
つ
も
存
在
し
て
い
ま

す
。
天
川
村
の
貴
重
な
自
然
を

守
る
た
め
、
美
し
い
景
色
、
桜

を
毎
年
楽
し
む
た
め
一
人
一
人

が
自
然
を
大
切
に
し
て
い
く
こ

と
が
大
切
な
こ
と
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。


